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Ⅰ 組織と事務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務分掌 

⑴ 健康保険部の行政に関し調整を行うこと。 

⑵ 保健行政に関し総合的企画及び調整を行うこと。 

⑶ 健康増進計画及び食育推進計画の策定に関すること。 

⑷ 健康増進事業の推進に関すること。 

⑸ 成人保健事業の推進に関すること。 

⑹ 感染症の予防及び予防接種（母子に係るものを除く。）に関すること。 

⑺ 食育の推進に関すること。 

⑻ 精神障害者の医療及び保護に関すること。 

⑼ 地域保健に関すること。 

⑽ 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る保健事業に関すること。 

⑾ 多良見食工房まんだりん、健康福祉センター森山分館及び小長井健康センタ

ーに関すること。 

⑿ 前各号に掲げるもののほか、健康保険部の事務で他課の所掌に属しないもの。 

健
康
保
険
部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

武  

健
康
推
進
課 

⑴ 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の総括に関すること。 

⑵ 介護保険事業計画の策定に関すること。 

⑶ 介護保険被保険者の資格の得喪、要介護・要支援の認定及び保険給付に関す

ること。 

⑷ 介護保険料の賦課、徴収、減免等に関すること。 

⑸ 介護保険事業者の指定及び指導監督に関すること。 

⑹ 介護施設の整備等に関すること。 

⑺ 高齢者福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認

可等（介護保険事業に係るものに限る。）に関すること。 

介
護
保
険
課 

⑴ 地域包括ケアシステムの推進に関すること。 

⑵ 介護保険事業計画（地域包括ケアシステムに係るものに限る。）の策定に関す

ること。 

⑶ 地域包括支援センターに関すること。 

⑷ 地域包括ケア推進協議会に関すること。 

⑸ 健康福祉センター（森山分館を除く。）の管理運営に関すること。 

地
域
包
括
ケ
ア
推
進
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⑴ 国民健康保険事業（保健事業を除く。）の企画等に関すること。 

⑵ 国民健康保険被保険者の資格の認定及び保険給付に関すること。 

⑶ 国民健康保険料の賦課、徴収、減免等に関すること。 

⑷ 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 

⑸ 国民年金に関すること。 

⑹ 後期高齢者医療（保健事業を除く。）に関すること。 

保
険
年
金
課 
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⑴ 新型コロナウイルス感染症対策本部及び新型コロナウイルス感染症対策連絡

会議の庶務に関すること。 

⑵ 感染症対策室の事務に係る予算の執行に関すること。 

感
染
症
対
策
室 

⑴ 感染症予防（新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に関することに

限る。）に関すること。 

⑵ ワクチン接種推進室の事務に係る予算の執行に関すること。 

ワ
ク
チ
ン
接
種
推
進
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Ⅱ 概況 

健康保険部は、４課、感染症対策室、ワクチン接種推

進室で構成され、市民の健康推進や保険に係る事務

を分掌し、各種事業を展開しています。 

 

《保健》 

市民が主体的に健康づくりに取り組み、それを社会

全体で支援する体制を構築し、家庭・地域や職域など

に根ざした市民総ぐるみの健康づくり運動として、諫

早市健康増進計画「健康いさはや２１」を推進すること

により、健康寿命の延伸を目指します。また、市民の健

康に資するための健康診査、健康教育、健康相談及び

予防接種の実施などを推進していきます。 

 

 

１ 健康づくり 

⑴  健康づくり推進事業 

市民一人ひとりが生涯にわたって健やかで明るい

生活が送れるよう、市民が主体となった健康づくりを

目指し「健康いさはや２１」を推進します。諫早市健康

づくり推進協議会が中心となり、専門班活動・地域健

康づくり推進員会活動・健康フェスティバルの開催な

どにより健康づくり意識の普及啓発を図ります。 

① 健康づくり講演会 

② 健康いさはや２１の推進 

  ・専門班活動  会議等 ４回     ２６人 

             活動 １２回 １1,７９１人 

  ・地域健康づくり推進員会活動 

            会議等 ９回      ７３人 

             活動 １４回   １,８９７人 

 

⑵ 運動普及推進事業 

運動普及推進員協議会によるニュースポーツ教室・

ウォーキング教室・ウォーキング大会、のんのこ体操・

のんのこ２１サーキット等の実施を通じて、市民に健康

づくりのための運動を普及します。 

運動普及推進員（R５年３月３１日現在） １０２人 

① 運動普及推進員研修   ３回    ５９人 

② 養成講座           ５回 ５人修了 

③ 実践活動       １,１００回 8,２２６人 

 

⑶ 食生活改善推進事業 

食生活改善推進協議会による伝達講習会や訪問な

どを通じて、食生活改善を中心とした健康づくりの普

及を図ります。 

食生活改善推進員（R５年３月３１日現在）   ３８８人 

① 食生活改善推進員研修    ６０回    ７７２人 

② 伝達活動          8,320回 36,２５６人 

③ 養成講座              ６回   ４人修了 

 

⑷ 食育推進事業 

諫早市食育推進計画の基本理念である「市民一人

ひとりが自らの食について考える習慣を身につけ、健

全で安心できる食生活を実現し、生涯を通じて健康で

心豊かな人間性を育む」ため、各領域に係る関係者が

参画し、計画を推進します。 

① 食育推進会議     １回 

② 朝ごはん献立コンテスト 

③ 食育総合展示会 

④ 食育リーダー（食生活改善推進員）の育成 

 

⑸ 心の健康づくり事業 

心の健康づくりや自殺予防のための正しい知識の

普及啓発を行います。 

① 心の健康づくり講演会等       １回  ３９人 

② ゲートキーパー養成講座       ５回 ２９２人 

③ 自殺予防週間（９月）、自殺対策月間（３月）、での

啓発用チラシ・ティッシュの配布、啓発用のぼりの

設置 

④ 心の健康づくりガイドブックの配布   ２,５００部 

⑤ 自殺対策月間パネル展             ２カ所 
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２ 救急医療 

⑴ 救急医療体制整備事業 

在宅当番医制によって救急医療体制の初期段階を

安定的に確保するとともに、重症の患者に対応するた

め、輪番制病院・協力病院体制により二次救急医療体

制の確保を図っています。 

〇在宅当番医制：日曜祝日、８月１５日、１２月３１日～１

月３日 

区分 R２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

患者数 7,２４０人 8,４０６人 11,００６人 

参加医療機関数 ９９ 96 96 

 

〇輪番制：平日夜間、土曜、休日（市内４カ所の救急病

院） 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

搬送者数 3,７５１人 4,０２５人 4,３９１人 

 

〇協力病院（市内１カ所の救急病院） 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

搬送者数 １６８人 １６７人 １８６人 

 

⑵ 小児救急医療支援事業 

夜間における小児救急患者に対応できるよう諫早

総合病院に「諫早市こども準夜診療センター」を開設し、

小児初期救急医療体制の充実を図っています。 

〇開設：平成１８年１１月１５日～ 

〇診療時間：原則毎日・午後８時から午後１１時まで 

〇設置場所：諫早総合病院１階 

〇年度別受診者数 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 1,２５６人 1,３８３人 ９５０人 

 

⑶ ＡＥＤ設備事業 

市民が集う市の施設等にＡＥＤを設置し、市民の不

慮の事故における初期救命に対応できる体制づくり

を図ります。 

① AED設置施設 

 ・市立の全小中学校（小学校２８校・中学校１４校） 

 ・その他施設 ５１台 

 

施設名 所在地 

諫早市体育館 東小路町 2-38 

諫早市役所本館 東小路町 7-1 

市民センター 東小路町 8-5 

すくすく広場 栄町 1-1 アエルウエスト２階 

中央ふれあい広場 仲沖町 454 

諫早文化会館 宇都町 9-2 

健康福祉センター 宇都町 29-1 

新道福祉交流センター 新道町 999-1 

諫早中央保育所 野中町 508-7 

小栗ふれあい広場 小川町 1222 

小野体育館 黒崎町 170-3 

小野島グラウンド 小野島町 2233 

干拓の里 小野島町 2232 

有喜ふれあい広場 有喜町 488 

中央体育館 小船越町 1048-2 

つくば倶楽部 津久葉町 5-115 

太陽保育所 馬渡町 10-1 

西諫早公民館 山川町 1-3 

西諫早ふれあい広場 真崎町 1086-1 

第１野球場 久山町 2014-16 

本野ふれあい広場 上大渡野町 2-1 

コスモス花宇宙館 白木峰町 827-1 

こどもの城 白木峰町 827-2 

長田いこいの広場 長田町 2394-1 

多良見支所 多良見町化屋 1800 

なごみの里運動公園 多良見町木床 2002 

諫早市サッカー場 多良見町木床 2001 

多良見のぞみ会館 多良見町木床 106 

多良見多目的研修館 多良見町舟津 1140 

森山支所 森山町本村 1300 

森山スポーツ交流館 森山町下井牟田 1145 

健康福祉センター森山分館 

（森山保健センター） 
森山町下井牟田 1238 

森山唐比ふれあい牧場 森山町唐比西 187 

飯盛体育館 飯盛町平古場 266 

いいもり月の丘温泉 飯盛町平古場 279 

いいもりコミュニティ会館 飯盛町開 1677-1 

飯盛支所 飯盛町開 1929-3 

結の浜マリンパーク 飯盛町池下 17-2 

田結公民館 飯盛町里 648-3 

高来支所 高来町三部壱 528 

高来ふれあい会館 高来町黒崎 325 

いこいの村長崎 高来町善住寺 1080 

轟峡轟涼庵 高来町善住寺 1106‐72 

とどろき体育館 高来町汲水 388 

高来西ゆめ会館 高来町峰 19-1 

高来総合運動公園 高来町小船津 904-4 

小長井健康センター 小長井町井崎 127 

小長井支所 小長井町小川原浦 500 

小長井文化ホール 小長井町小川原浦 825 

小長井田原体育館 小長井町小川原浦 2008-20 

山茶花高原ピクニックパーク 小長井町遠竹 2867-7 

 

② 貸出し用ＡＥＤ 

 貸出し用ＡＥＤは、健康推進課に２台、各支所に１台ず

つ、合計７台を配備。 
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３ 成人保健 

【普及啓発事業】 

⑴ 健康教育 

生活習慣病の予防など、健康に関する正しい知識の

普及を図り、壮年期からの健康づくりをすすめるため

に、講演会等を開催します。 

 

⑵ 健康相談 

市民を対象に、保健師・管理栄養士が生活習慣病の

予防や心身の健康づくりに関する個別相談に応じま

す。 

 

⑶ 訪問指導 

療養上の保健指導が必要な方及びそのご家族に対

して、保健師や管理栄養士が訪問し必要な助言を行い

ます。 

普及啓発事業実施状況 

区分 健康教育 健康相談 訪問指導 

R２年度 3,５６５人 1,５０４人 １００人 

R３年度 2,７６２人 1,９４１人 １４６人 

R４年度 8,２００人 2,１２４人 ２２４人 

 

【健康診査事業】 

⑴ がん検診 

健康保持とがんの早期発見を図るため各種がん検

診を実施します。 

① 胃がん検診 

 対象：４０歳以上の市民 

 内容：胃部エックス線検査又は胃内視鏡検査 

 場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

 実施期間（個別）：４月～３月 

 受診者負担金：（胃部エックス線）5００円 

           （胃内視鏡）  1,3００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 5,７０４人 5,５２１人 6,２４６人 

 

② 大腸がん検診 

 対象：４０歳以上の市民 

 内容：便潜血検査 

 場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

 実施期間（個別）：４月～３月 

 受診者負担金：２００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 7,２５２人 7,５８３人 7,７０５人 

 

③ 子宮がん検診 

 対象：２０歳以上の偶数年齢の女性市民 

 内容：頸部及び必要に応じ体部検査 

 場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

 実施期間（個別）：４月～３月 

 受診者負担金：（頸部のみ）４００円 

           （頸部と体部）６００円 

区分 R２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

受診者数 3,４５１人 3,56０人 3,50６人 

 

④ 乳がん・乳腺検診 

○乳がん検診 

対象：４０歳以上の女性市民のうち前年度に乳房エ

ックス線検査（マンモグラフィ）及び今年度乳

腺検診を受診していない人 

内容：マンモグラフィ 

場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

実施期間（個別）：４月～３月 

受診者負担金：７００円 

○乳腺検診 

対象：３０歳以上の女性市民のうち今年度に乳がん

検診（マンモグラフィ）を受診していない人 

内容：乳房エコー検査 

場所：市内医療機関 

実施期間（個別）：４月～３月 

受診者負担金：３００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 3,９９１人 4,17１人 4,34３人 
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⑤ 肺がん検診 

対象：４０歳以上の市民 

内容：胸部エックス線検査、必要に応じ喀痰検査 

場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

実施期間（個別）：４月～３月 

受診者負担金：（胸部エックス線）２００円 

           （喀痰検査）３００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 10,92５人 11,11２人 11,27４人 

 

⑥ がん検診推進事業 

子宮頸がん、乳がん検診の無料クーポン券を配布し、

検診受診につなげ、がんの早期発見を図ります。 

○子宮頸がん検診 

対象：２０歳の女性市民 

○乳がん検診 

対象：４０歳の女性市民 

受診者数（再掲） 

区分 子宮頸がん検診 乳がん検診 

R２年度 ９４人 ２２８人 

R３年度 ８２人 １７８人 

R４年度 ６６人 １９０人 

※③④子宮・乳がん検診受診者数は上記受診者数を含む 

 

⑵ 肝炎検診 

① 肝炎ウイルス検診 

肝炎対策の一環として、肝炎ウイルス感染の有無を

検査し、早期治療につなげるため検診を実施します。 

 対象：４０歳以上で、過去に受診したことがない市民 

 内容：問診、血液検査 

 場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

 実施期間（個別）：４月～３月 

 受診者負担金：２００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 1,74２人 1,11４人 1,25３人 

 

② 肝炎ウイルス検診推進事業 

節目年齢の未受診者に対し、無料検診受診勧奨通

知を送付し、受診促進を図り早期治療につなげる。 

 対象：４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の市民 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数（再掲） 1,39７人 ９０４人 1,11８人 

※①肝炎ウイルス検診受診者数は上記受診者数を含む 

 

⑶ 眼科健康診査 

 眼科疾患等を早期に発見するため健診を実施します。 

 対象：４０・５０・６０歳の市民 

 内容：問診、眼圧、眼底検査等 

 場所：市内医療機関 

 実施期間：４月～３月 

 受診者負担金：６００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 ２５３人 １１０人 ９８人 

 

⑷ 骨粗しょう症検診 

骨粗しょう症を早期に発見、予防するため検診を実

施します。 

 対象：４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性市民 

 内容：問診、骨量測定 

 場所：市内医療機関 

 実施期間：４月～３月 

 受診者負担金：４００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 ４６４人 ３８６人 ３９７人 

 

⑸ 歯周病検診 

成人期からの歯周疾患を予防することで、歯の喪失

を防ぎ、高齢期においても健康を維持するため検診を

実施します。 

 対象：４０・５０・６０・７０歳の市民 

 内容：問診、歯周組織検査等 

 場所：市内歯科医院 

 実施期間：４月～３月 

 受診者負担金：５００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 １１６人 ５６人 ３６人 
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⑹ ピロリ菌検査 

胃疾患の早期発見や早期治療により胃がん発症の

リスクを低減し、健康増進を図るため、検査を実施し

ます。 

 対象：４０歳から７５歳で過去に同検査及び除菌治療

を受けていない市民 

 内容：問診、血液検査 

 場所：市内医療機関 

 実施期間：４月～３月 

 受診者負担金：８００円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数 ７３１人 ６３５人 ５５６人 

 

 

４ 疾病予防 

【予防接種事業】 

病気の発生・まん延を予防し、市民一人ひとりの健

康を守るために、予防接種を実施します。 

⑴ 高齢者の定期予防接種 

① 高齢者インフルエンザ 

 対象：６５歳以上の者及び６０歳から６５歳未満の身

体障害者手帳１級で次の障害名に該当する人

〔心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能

障害、ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害〕 

 場所：県内医療機関 

 実施期間：１０月～２月 

 接種者負担金：1,500円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

接種件数 27,８５８件 25,０５５件 25,３０９件 

 

② 高齢者肺炎球菌 

 対象：６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳及び６０

歳から６５歳未満の身体障害者手帳１級で次の障

害名に該当する人〔心臓機能障害、じん臓機能

障害、ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害〕 

 場所：県内医療機関 

 実施期間：４月～３月 

 接種者負担金：4,000円 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

接種件数 1,６７６件 1,１５８件 1,１２３件 

⑵ 風しんの抗体検査及び第５期の定期接種 

 対象：昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生ま

れの男性 

 ※検査を実施した結果、十分な量の抗体がない者に

対し予防接種を実施 

 場所：県内医療機関 

 実施期間：平成３１年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 受診者負担金：無料 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

抗体検査件数 3,０５０件 ９９６件 ５１６件 

接 種 件 数 ６８２件 ２９１件 １３８件 

 

 

５ 結核予防 

結核のまん延を防止するために、結核検診を肺がん

検診と併せて実施し、疾病の早期発見、早期治療を図

ります。 

 対象：６５歳以上の市民 

 内容：胸部エックス線検査 

 場所：個別検診は市内医療機関、集団検診は支所地

域の公民館等 

 実施期間（個別）：４月～３月 

 受診者負担金：無料 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

受診者数（再掲） 8,６７７人 8,７５４人 9,０１５人 

※がん検診⑤肺がん検診受診者数は上記受診者数を含む 

 

 

 

《介護保険》 

介護保険は、国民の共同連帯の理念に基づき、保健

医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的として

平成１２年度に制度化され、老後の安心を支える仕組

みとして定着してきました。 

介護保険事業は、加齢に伴って生ずる心身の変化

に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排

泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の

管理その他の医療を必要とする場合において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう保険給付を行う事業です。 

令和５年度の諫早市の介護保険事業は、令和２年度
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に策定した第８期介護保険事業計画（R３年度～R５年

度）に基づき実施しています。 

また、被保険者が要介護状態等となることを予防す

るとともに、要介護状態等となった場合においても、

可能な限り地域において自立した日常生活を営むこ

とができるよう、地域支援事業として各種事業に取り

組んでいるところです。 

６５歳以上の第１号被保険者の保険料は、本人とそ

の属する世帯の市民税の課税状況や所得状況に応じ

た９段階の設定としています。 

納期は、特別徴収が隔月（偶数月）で、普通徴収は国

民健康保険料と同様に、毎月です。そのうち、４月から

６月までは暫定賦課で、本賦課は７月に行います。 

要介護度等の審査・判定は、「諫早市介護認定審査

会」で運営を行っており、医療、保健、福祉の専門職４

０名で構成され、一合議体５名の８つの合議体により

審査・判定を行っています。 

また、要介護認定を行うための訪問調査は公正・公

平を保ち、質の向上と統一性を保持するため、市の認

定調査員が研鑚を重ねながら実施しています。 

 

⑴ 介護保険の加入状況 

項目 R２年度 R３年度 R４年度 

総人口 135,５５６人 134,９４９人 134,３８０人 

６５歳以上人口 41,０８７人 41,４９０人 41,６５３人 

高齢化率 30.3% 30.7% 31.0% 

第１号被保険者数 40,８３０人 41,２４２人 41,４００人 

外国人被保険者数（再掲） ３９人 ４３人 ４４人 

住所地特例被保険者（再掲） ８２人 ８８人 ９１人 

第１号被保険者のいる世帯 28,５９０世帯 28,８７８世帯 29,0２２世帯 

※各年度３月３１日現在 

 

⑵ 要介護（要支援）認定の状況 

  要支援１ 要支援２ 要支援計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護計 計 

Ｒ
２
年
度 

第１号被保険者 1,104 1,124 2,228 1,819 962 945 820 506 5,052 7,280 

 ６５歳以上の７５歳未満 112 120 232 173 88 85 72 49 467 ６９９ 

 ７５歳以上 992 1,004 1,996 1,646 874 860 748 457 4,585 ６,５８１ 

第２号被保険者 14 16 30 23 11 22 10 9 75 105 

計 1,118 1,140 2,258 1,842 973 967 830 515 5,127 7,385 

Ｒ
３
年
度 

第１号被保険者 1,074 1,164 2,238 1,773 983 934 889 529 5,108 7,346 

 ６５歳以上の７５歳未満 118 133 251 160 79 89 78 49 455 ７０６ 

 ７５歳以上 956 1,031 1,987 1,613 904 845 811 480 4,653 6,640 

第２号被保険者 9 15 24 24 18 15 13 9 79 103 

計 1,083 1,179 2,262 1,797 1,001 949 902 538 5,187 7,449 

Ｒ
４
年
度 

第１号被保険者 1,131 1,083 2,214 1,737 1,014 1,040 948 512 5,251 7,465 

 ６５歳以上の７５歳未満 103 109 212 186 76 89 78 48 477 689 

 ７５歳以上 1,028 974 2,002 1,551 938 951 870 464 4,774 6,776 

第２号被保険者 6 15 21 21 14 30 12 9 86 107 

計 1,137 1,098 2,235 1,758 1,028 1,070 960 521 5,337 7,572 

 

⑶ 介護給付費の状況                                                       （単位：円） 

 R２年度 R３年度 R４年度 

居宅サービス費 4,558,466,244 4,798,624,547 4,934,519,689 

地域密着型サービス費 2,554,369,578 2,680,189,481 2,696,828,039 

施設サービス費 3,093,971,926 3,122,050,375 3,098,269,865 

特定入所者介護サービス費 314,151,518 280,799,952 260,896,186 

高額介護サービス費 252,215,502 259,207,425 277,000,572 

審査支払手数料 11,350,292 11,734,539 12,040,621 

計 10,784,525,060 11,152,606,319 11,279,554,972 
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⑷ 保険料（令和５年度） 

所得段階 対象者 負担割合 保険料（月額） 

第１段階 

・生活保護を受給している人 

・本人及び世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している

人 

・本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年

金収入額の合計額が８０万円以下の人 

基準額×0.30 21,６００円（1,８００円） 

第２段階 
本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計額が８０万円を超え１２０万円以下の人 
基準額×0.５0 35,８８０円（2,９９０円） 

第３段階 
本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金

収入額の合計額が１２０万円を超える人 
基準額×0.７0 50,１６０円（4，１８０円） 

第４段階 
本人が市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合

計所得金額と課税年金収入額の合計額が８０万円以下の人 
基準額×0.９0 64,４４０円（5,３７０円） 

第５段階 
本人が市民税非課税、世帯内に市民税課税者がいる場合で、第４段階

以外の人 
基準額 71,６４０円（5,９７０円） 

第６段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２５万円未満の人 基準額×１.２0 85,９５０円（7,１６０円） 

第７段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２５万円以上２１０万円

未満の人 
基準額×１.30 93,１２０円（7,７６０円） 

第８段階 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円

未満の人 
基準額×１.５0 107,５２０円（8,９６０円） 

第９段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が３２０万円以上の人 基準額×１.７0 121,８００円（10,１５０円） 

 

⑸ 地域支援事業 

【介護予防・日常生活支援総合事業】 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

要介護認定で要支援１・２と認定された人や、生活

機能の低下がみられた人（事業対象者）を対象とし、

要介護状態等になることを予防することを通じて、

活動的で生きがいのある生活を送ることができるよ

う支援することを目的として以下の事業を実施しま

す。 

・従前相当サービス（訪問・通所） 

 R２年度 R３年度 R４年度 

延件数 15,４２７件 15,０２７件 14,４９３件 

・短期集中予防サービス（訪問・通所） 

 R２年度 R３年度 R４年度 

延件数 ２７５件 ４９５件 ４４３件 

 

② 一般介護予防事業 

介護予防教室（筋トレ、脳トレ、手ばかり栄養、口ト

レ）、若返り体操教室の開催や、ふれあいいきいきサ

ロン等地域の集いの場への専門職派遣などフレイル

予防について高齢者自身の継続的な取り組みを支

援します。 

 

 

 

・介護予防普及啓発事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

延

参

加

者

数 

運動器機能向上 ５００人 
フ
レ
イ
ル
予
防 

1,８７７

人 

2,２２７

人 

認知機能低下予防 ３６５人 

栄 養 改 善 ２３２人 

口腔機能向上 ２８８人 

若返り体操 ２５０人 ４３７人 ４９６人 

・ふれあいいきいきサロン 

 R２年度 R３年度 R４年度 

箇所数 １５２カ所 １５６カ所 １５５カ所 

 

③ 包括的支援事業 

地域包括ケアシステムの深化・推進のために、以下

の事業に取り組みます。 

・地域包括支援センターの運営 

・介護予防ケアマネジメント業務 

・総合相談支援業務 

・権利擁護業務 

・包括的・断続的ケアマネジメント支援業務 

・地域ケア会議の充実 

・在宅医療・介護連携の推進 

・認知症施策の推進 

・生活支援サービスの体制整備 
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④ 任意事業 

介護保険事業の安定化を図るとともに、被保険者

及び要介護者を介護する方々に対し、地域の実情に

応じた必要な支援を行います。 

・認知症高齢者見守り事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

利用者数 １０人 ８人 ５人 

・認知症サポーター養成事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

サポーター数 １２,６５９人 １３,４０５人 １３,８０３人 

・介護用品の支給事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

利用者数 ７０人 ７５人 ９１人 

・住宅改修支援事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

利用件数 ８８件 ８５件 ８２件 

・介護相談員派遣等事業 

 R２年度 R３年度 R４年度 

利用件数 ０件 ０件 ０件 

※新型コロナウイルス感染症対策により R2～R4実施なし 

 

 

《保険年金》 

国民健康保険事業は、加入者の高齢化や一人当た

りの医療費の増加等により非常に厳しい財政状況と

なっています。このような背景を踏まえ、平成３０年度

からは県が市町と共に保険者となり、財政運営の責任

主体となるなどの制度改正が行われました。市として

は引き続き、特定健康診査・特定保健指導等による市

民の健康づくりや疾病の予防等の医療費適正化対策

や保険料の収納率向上対策を推進し、県と一体となっ

て国民健康保険事業の健全運営に努めます。また、後

期高齢者医療制度の円滑な運営のために、適正な事

務の執行に努めます。 

国民年金事業は、老後や障害などの事故の際に生

活を支える重要な役割を担うものであり、制度内容の

啓発普及等に努めます。 

 

１ 国民健康保険 

国民健康保険（国保）は公的医療保険制度で、本市

も保険者として、被保険者の疾病、負傷、出産及び死

亡に関して保険給付を行っています。 

令和４年度の１人当たり診療費は、403,１５３円と

なっています。保険料の賦課は医療分、後期高齢者医

療への支援金分及び介護納付金分の３本立てとなっ

ています。 

算定は、所得割、被保険者均等割及び世帯別平等割

の３方式をとっており、納期は毎月の１２回で４月から

６月は暫定賦課、７月以降は本賦課に基づく納付とな

ります。 

なお、保険料は金融機関における納付、口座振替、

コンビニエンスストアでの納付、スマートフォン決済の

ほか、６５歳以上の被保険者世帯は年金からの特別徴

収でも納付することができます。 

１人当たりの医療費は少子高齢化、医療技術の進歩

等により年々増加しており、国保の運営は厳しい状況

が続いていますが、収納率の向上対策、医療費の適正

化及び特定健康診査・特定保健指導等の保健事業の

推進により、財源の確保、医療費増大の抑制を図り、

健全な運営に努めます。 

 

⑴ 加入の状況                年度末現在 

 

 

 

 

 

区分 R２年度 R３年度 R４年度 

世

帯

数 

総数 60,９５５世帯 61,３５１世帯 62,１２４世帯 

国保世帯 18,５９４世帯 18,２９９世帯 17,８６９世帯 

 加入率 30.5% 29.8% 28.8% 

人

口 

総数 135,５５６人 134,９４９人 134,３８０人 

国保被保険者 29,１９５人 28,３８４人 27,２５９人 

 加入率 21.5% 21.0% 20.3% 

 
内

訳 

一般 29,１９５人 28,３８４人 27,２５９人 

退職 0人 0人 0人 

 介護２号 8,５９８人 8,２３１人 7,８８５人 
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⑵ 保険料 

① 保険料率等 

 R３年度 R４年度 R５年度 

医療給付費分 

料率 

所 得 割 率 （ % ）  9.67 8.90 8.85 

被保険者均等割額（円） 30,650 29,640 29,080 

世帯別平等割額（円） 21,580 19,990 19,690 

負担額 

１世帯 

当たり 

最高（限度額）（円） 630,000 650,000 650,000 

最低（７割軽減）（円） 15,660 14,880 １４，６２０ 

平均（円） 114,620 106,433 １１１，３２２ 

１人当たり平均（円） 73,360 68,876 ７１，６６４ 

介護納付金分 

料率 

所 得 割 率 （ % ）  2.59 2.52 2.90 

被保険者均等割額（円） 10,410 10,160 11,690 

世帯別平等割額（円） 5,390 5,260 5,970 

負担額 

１世帯 

当たり 

最高（限度額）（円） 170,000 170,000 170,000 

最低（７割軽減）（円） 4,730 4,610 ５，２９０ 

１人当たり平均（円） 25,327 24,759 ２９，８６４ 

後期支援金分 

料率 

所 得 割 率 （ % ）  3.20 3.07 3.48 

被保険者均等割額（円） 10,160 10,150 11,300 

世帯別平等割額（円） 7,150 6,850 7,650 

負担額 

１世帯 

当たり 

最高（限度額）（円） 190,000 200,000 220,000 

最低（７割軽減）（円） 5,180 5,090 ５，６８０ 

平均（円） 37,504 36,161 ４２，９４２ 

１人当たり平均（円） 24,004 24,401 ２７，６４４ 

※令和３年度、令和４年度の１世帯当たりの平均、１人当たりの平均は、それぞれ年度末における調定額を年間平均世

帯数、被保険者数で除した数。令和５年度は、７月本算定時。 

 

② 保険料の収納状況 

年度 

現年分 滞納繰越分 

調定額（円） 収納額（円） 
収納率

（%） 
調定額（円） 収納額（円） 

収納率

（%） 

R２年度 

一般 3,248,527,240 3,103,009,587 95.52 682,090,302 112,617,779 16.51 

退職 0 0 0 10,408,548 1,607,694 15.45 

合計 3,248,527,240 3,103,009,587 95.52 692,498,850 114,225,473 16.49 

R３年度 

一般 3,043,630,430 2,909,213,734 95.58 650,510,240 89,521,744 13.76 

退職 0 0 0 7,779,804 834,964 10.73 

合計 3,043,630,430 2,909,213,734 95.58 658,290,044 90,356,708 13.73 

R４年度 

一般 2,798,655,860 2,670,056,482 95.40 637,037,245 81,765,443 12.84 

退職 0 0 0 6,353,919 1,333,258 20.98 

合計 2,798,650,860 2,670,056,482 ９５.４０ 643,391,164 83,098,701 12.92 
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⑶ 保険給付の状況 

① 療養の給付 

 

医科 
歯科 調剤 合計 

入院 入院外 計 

件 数 

費用額 

件 数 

費用額 

件 数 

費用額 

件 数 

費用額 

件 数 

費用額 

件 数 

費用額 

Ｒ

２

年

度 

計 
13,155件 

6,755,869,910円 

261,434件 

3,849,769,020円 

274,589件 

10,605,638,930円 

61,581件 

780,832,720円 

174,179件 

1,966,176,800円 

510,349件 

13,352,648,450円 

一

般 

13,155件 

6,755,870,010円 

261,432件 

3,849,747,280円 

274,587件 

10,605,617,290円 

61,580件 

780,806,750円 

174,176件 

1,966,164,540円 

510,343件 

13,352,588,580円 

退

職 

0件 

△100円 

2件 

21,740円 

2件 

21,640円 

1件 

25,970円 

3件 

12,260円 

6件 

59,870円 

R

３

年

度 

計 
12,863件 

6,512,315,350円 

264,617件 

3,982,754,230円 

277,480件 

10,495,069,580円 

64,335件 

820,511,400円 

179,439件 

2,004,930,030円 

521,254件 

13,320,511,010円 

一

般 

12,864件 

6,512,324,850円 

264,617件 

3,982,756,730円 

277,481件 

10,495,081,580円 

64,335件 

820,511,400円 

179,439件 

2,004,930,030円 

521,255件 

13,320,523,010円 

退

職 

△1件 

△9,500円 

0件 

△2,500円 

△１件 

△12,000円 

0件 

0円 

0件 

0円 

△１件 

△12,000円 

R

４

年

度 

計 
12,017件 

6,483,713,139円 

260,350件 

4,036,189,950円 

272,367件 

10,519,903,089円 

63,299件 

809,893,890円 

177,310件 

1,913,529,770円 

512,976件 

13,243,326,749円 

一

般 

12,017件 

6,483,713,139円 

260,350件 

4,036,189,950円 

272,367件 

10,519,903,089円 

63,299件 

809,908,000円 

177,310件 

1,913,529,770円 

512,976件 

13,243,340,859円 

退

職 

0件 

0円 

0件 

0円 

0件 

0円 

0件 

△14,110円 

0件 

0円 

0件 

△14,110円 

 

② 診療諸率                                                                単位：円 

 被保険者数 受診件数 日数 費用額 受診率 
１件当た

り日数 

１件当た

り費用額 

１人当た

り費用額 

１日当た

り費用額 

Ｒ２ 

年度 

計 29,638 336,170 778,413 11,386,471,650 1,134.3 2.32 33,871 384,185 14,628 

一般 29,638 336,167 778,407 11,386,424,040 1,134.2 2.32 33,871 384,183 14,628 

退職 0 3 6 47,610 － 2.00 15,870 － 7,935 

R３ 

年度 

計 29,044 341,815 775,893 11,315,580,980 1,176.9 2.27 33,104 389,601 14,584 

一般 29,044 341,816 775,893 11,315,592,980 1,176.9 2.27 33,104 389,602 14,584 

退職 0 △１ 0 △12,000 － － － － － 

R４ 

年度 

計 28,103 335,666 741,651 11,329,796,979 1,194.4 2.21 33,753 403,153 15,276 

一般 28,103 335,666 741,651 11,329,811,089 1,194.4 2.21 33,753 403,153 15,276 

退職 0 0 0 △14,110 － － － － － 

※被保険者数：３月末～２月末における被保険者数の合計を１２で除した数 

 受診件数：診療報酬明細書の枚数 

 日数：診療に要した実日数 

 費用額：診療に要した費用の総額 

 受診率：被保険者１００人当たり受診件数 

 

③ その他の給付 

 

療養費 

治療用装具 柔道整復 その他（診療費等） 計 

件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 

R２年度 477 9,273 15,816 74,135 2,343 21,353 18,636 104,761 

R３年度 435 7,919 16,345 76,007 2,826 23,379 19,606 107,305 

R４年度 434 8,792 15,552 70,388 2,667 18,554 18,653 97,734 

 

 
高額療養費 高額介護合算療養費 出産育児一時金 葬祭費 

件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 件数（件） 支給額（千円） 

R２年度 27,358 1,671,749 37 610 67 28,076 209 4,180 

R３年度 28,131 1,618,574 36 518 81 33,956 206 4,120 

R４年度 25,603 1,590,816 52 802 61 25,608 211 4,220 
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⑷ 健康診査 

① 特定健康診査 

糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防す

ることを目的として、メタボリックシンドロームに着

目して特定健康診査を実施し、健診の結果、メタボリ

ックシンドロームのリスクがあると判断された方に、

特定保健指導を行い、生活習慣改善を支援します。 

 対象者：４０歳以上の国保被保険者 

 内容：問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、

心電図など 

 実施方法：個別健診、集団健診 

 受診者負担金：無料 

※特定健康診査を受診する際、市が実施するがん検

診を同時に受診する場合に、がん検診の受診者負

担金について２００円を限度に国保から助成します。

（受診者の支払金額が減額されます） 

〇特定健康診査 

区分 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） 

Ｒ元年度 21,572 8,658 40.1 

R２年度 21,219 7,213 34.0 

R３年度 20,566 7,412 36.0 

〇特定保健指導 

区分 
対象者数（人） 実施者数（人） 実施率（％） 

動機づけ支援 積極的支援 動機づけ支援 積極的支援 動機づけ支援 積極的支援 計 

Ｒ元年度 722 195 423 68 58.6 34.9 53.5 

R２年度 546 136 317 59 58.1 43.4 55.1 

R３年度 5４6 151 365 25 66.8 16.6 56.0 

 

② 人間ドック・若年者健康診査 

区分 
人間ドック 若年者健診

（人） 日帰り（人） １泊２日（人） 

R２年度 158 32 142 

R３年度 174 36 175 

R４年度 193 27 158 

 

 

２ 後期高齢者医療制度 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者（６５歳以上で一定の障害認定者を含む。）を対象に、その心身の特性や生

活実態等を踏まえて、高齢者が安心して医療を受けられるよう、国民全体で支え合う仕組みです。 

⑴ 被保険者                        各年度３月３１日現在 

 R２年度 R３年度 R４年度 

７５歳以上 19,８８４人 20,３１８人 21,０２４人 

障害認定者 ９６人 ９７人 ８７人 

合 計 19,９８０人 20,４１５人 21,１１１人 

 

⑵ 保険料率等  

 H30・R元年度 R２・R３年度 R４・R５年度 

所 得 割 8.67％ 8.98％ 9.03％ 

均 等 割 45,８００円 47,２００円 49,４００円 

賦課限度額 620,０００円 640,０００円 660,０００円 
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⑶ 保険料の収納状況 

年度 
現年分 滞納繰越分 

調定額（円） 収納額（円） 収納率（％） 調定額（円） 収納額（円） 収納率（％） 

R２年度 

特別徴収 834,444,000 834,444,000 100.00 － － － 

普通徴収 472,839,000 466,925,470 98.75 9,407,997 3,783,781 40.22 

合計 1,307,283,000 1,301,369,470 99.55 9,407,997 3,783,781 40.22 

R３年度 

特別徴収 847,310,100 847,310,100 100.00 － － － 

普通徴収 461,304,700 457,477,020 99.17 10,348,177 3,923,767 37.92 

合計 1,308,614,800 1,304,787,120 99.71 10,348,177 3,923,767 37.92 

R４年度 

特別徴収 891,141,700 891,141,700 100.00 － － － 

普通徴収 501,721,100 496,299,140 98.92 8,885,920 3,325,180 37.42 

合計 1,392,862,800 1,387,440,840 99.61 8,885,920 3,325,180 37.42 

 

 

３ 国民年金 

 国民年金は、日本国内に住所を有する２０歳以上６０歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基

礎年金」を受けることができます。 

 国民年金には、「第１号被保険者」「第２号被保険者」「第３号被保険者」と３種類があります。 

【第１号被保険者】２０歳以上６０歳未満で被用者年金制度（厚生・共済・船員等）に加入していない人（自営業者、農林漁業

者、無職、学生等） 

【第２号被保険者】被用者年金制度（厚生・共済・船員等）の被保険者、組合員または加入者 

【第３号被保険者】第２号被保険者の被扶養配偶者で２０歳以上６０歳未満の人 

 この他に第１号被保険者の任意加入制度があります。 

 

⑴ 被保険者状況                                              各年度３月３１日現在 

 

被保険者状況 付加年金加入状況 保険料免除者状況 

第１号被保

険者（A） 

任意加

入被保

険者（B） 

第３号被

保険者 
合計 強制 任意 

合計

（C） 

加入率 

（C）/（A）

+（B） 

法定免除 申請免除 合計（D） 

免除率

（D）/

（A） 

 人 人 人 人 人 人 人 ％ 人 人 人 ％ 

R２年度 13,842 114 7,687 21,643 185 423 608 4.4 1,914 5,037 6,951 50.2 

R３年度 13,420 133 7,463 21,016 171 430 601 4.4 1,890 5,054 6,944 51.7 

R４年度 13,134 140 7,007 20,281 163 421 584 4.4 1,862 4,960 6,822 51.9 

※申請免除には、納付猶予及び学生納付特例を含む。 

 

⑵ 国民年金受給者数と年金額 

種別 
R２年度 R３年度 R４年度 

受給権者数（人） 年金額（千円） 受給権者数（人） 年金額（千円） 受給権者数（人） 年金額（千円） 

老齢基礎年金 

（老齢年金・通算老齢年金含

む） 

39,718 26,772,520 40,156 27,139,925 40,368 27,284,377 

障害基礎年金 

（障害年金含む） 
3,323 2,913,405 3,302 2,８88,88８ 3,312 2,887,461 

遺族基礎年金 283 216,091 270 209,538 288 220,138 

寡婦年金 26 10,297 27 10,467 27 10,332 

老齢福祉年金 0 0 0 0 0 0 

合計 43,350 29,912,313 43,755 30,248,81８ 43,995 30,402,308 

※老齢福祉年金は、国民年金制度（拠出制）が発足した昭和３６年４月１日にすでに老齢にあったもの（明治４４年４月１日以前に生まれ

た者）に支給され、その財源は全額国庫負担となっています。 
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《感染症対策室》 

新型コロナウイルス感染症については、令和元年１２月に

中華人民共和国において感染事例が確認され、全世界に感

染が拡大しました。令和２年３月に県内初の感染事例が確認

されて以降、本市においても感染例の報告が相次ぎました。

本市は３月１６日に「諫早市新型コロナウイルス感染症対策

本部」を設置し、国や県と歩調を合わせた「感染症対策」を実

施してきました。 

令和５年５月８日、感染症法の分類が「２類相当」から季節

性インフルエンザと同じ「５類」に引き下げられたことを受け、

同日付けで対策本部を廃止しました。これまでの感染者の

入院勧告や外出自粛要請など特別な対応は終了し、個人の

選択を尊重し、自主的な取り組みを基本とした考え方に変

更となり、社会の正常化に向けた転換点を迎えました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が終息したわけ

ではなく、今後も一定の流行が続くことが予測されている

ため、市としては、引き続き国及び県からの情報収集を行い、

市民の皆様への周知に努めてまいります。 

 

 

《ワクチン接種推進室》 

 新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、

国民の生命及び健康を守るため総力を挙げてその対策に取

り組み、あわせて社会経済活動との両立を図っていく必要

があります。 

 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種については、

国の主導的役割、広域的観点、住民に身近な視点から、必要

な体制の確保に取り組んでいくこととされており、本市にお

いても、関係機関と連携し、円滑なワクチン接種体制の構築

を図っています。 

 

〇新型コロナワクチン接種実績 

       令和５年３月３１日現在 

区分 人数 対象者 

初回接種 

１回目接種 113,３０８人 
生後６カ月以上 

２回目接種 112,７５６人 

３回目接種 ５８人 
生後６カ月以上 

４歳以下 

追加接種 

3～５回目接種 

（うちオミクロン対応

ワクチン接種） 

201,７4８人 

（63,７8２人） 
５歳以上 

 

 


